
◎ 静岡県内で不審な電話があったとの情報がありましたのでご注意くださ

い。

【事案 1】

5 月 1 日（水）午後 2 時 30 分頃、袋井市の被保険者（83 歳・男性）宅へ袋井市の医

療保険課のミウラと名乗る者から「医療費の還付金が約 32,000 円あり、今日が期限

であるため 0120-227-668 の番号に至急折り返し連絡をしてほしい」と電話があった。

被保険者が市役所へ確認の電話をかけてきたため、本件が発覚した。被保険者へ

32,000 円程度の還付金の該当がなく、袋井市には医療保険課という課も存在せず、

また市民課にはミウラという者もいない旨を被保険者に説明し、市民課より警察へ報

告した。

【事案 2】

5 月 1 日（水）午後 3 時 00 分頃、袋井市の被保険者（79 歳・女性）宅へ還付金が

あるので「至急ＡＴＭに移動してほしい」との電話があった。

娘が不審電話と気付き、市役所に確認の電話をかけてきたため、本件が発覚した。

被保険者へ不審電話の可能性が高いことを伝え、ＡＴＭでの振込を行わないように

お願いし、市民課より警察へ報告した。

○ キャッシュカードやクレジットカードの暗証番号をお聞きすることは一切あり

ません。

○ 後期高齢者医療制度として、被保険者のみなさんにＡＴＭ（現金自動預け

払い機）を利用して保険料等の支払いや還付の手続きをお願いするお手

続きはありません。

○ このような不審な電話がありましたら、一旦電話を切り、お住まいの市町の

担当課または広域連合などにご確認ください。

静岡県後期高齢者医療広域連合

TEL 054-270-5520（代表）


